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観光交流センター整備・運営事業 基本協定書（案） 

 観光交流センター整備・運営事業（以下「本事業」という。）の実施に関し、太宰府市（以下「甲」

という。）と本事業に関して優先交渉権者として選定された応募者[   ]の代表企業、構成企業（総

称して以下「乙」という。※提案に応じて契約当事者は調整）は、以下のとおり基本協定を締結

する。 

 

第１章 総則 

 
（目的） 

第１条 本協定は、公募要項等及び乙の提案書類に基づき、甲及び乙が相互に協力し、本事業を確

実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）本事業 

本協定に基づき実施される観光交流センター整備・運営事業をいい、観光交流センター整備

業務、観光交流センター等管理・運営業務、収益事業を総称していう。 

（２）本業務 

本協定に基づき乙が履行すべき業務をいい、観光交流センター整備業務及び観光交流センタ

ー等管理・運営業務を総称していう。 

（３）本施設 

地域活性化複合施設太宰府館をいう。 

（４）観光交流センター整備業務 

設計・施工一括契約に基づき実施される観光交流センターの整備に関する業務をいう（以下、

「整備業務」という。）。 

（５）観光交流センター等管理・運営業務 

管理・運営業務委託契約に基づき実施される観光交流センターの管理及び運営に関する業務

をいう（以下、「管理・運営業務」という。）。 

（６）収益事業 

乙が、行政財産使用許可及び建物等賃貸借契約に基づき実施する物販その他の収益を伴う事

業をいう。 

（７）個別契約 

本事業の実施にあたり締結される次に掲げる契約をいう。 

ア 設計・施工一括契約 

イ 管理・運営業務委託契約 

ウ 建物等賃貸借契約 

（８）行政財産使用許可 

地方自治法に基づき甲が乙に対して行う行政財産の使用許可をいう。 

（９）会計年度 

毎年 4月 1日に開始し翌年 3月 31 日に終了する期間をいう。 

（10）設計・施工一括契約 

観光交流センターの整備業務の実施のために、甲と乙又は乙の構成企業との間で締結される

設計及び施工を一括して実施する契約をいう。 

（11）管理・運営業務委託契約 

観光交流センターの管理・運営業務の実施のために、甲と乙又は乙の構成企業との間で締結
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される業務委託契約をいう。 

（12）建物等賃貸借契約 

本事業に関連して乙が収益事業を実施するために、甲と乙又は乙の構成企業との間で締結さ

れる建物その他の施設の賃貸借契約をいう。 

（13）構成企業 

乙を構成する法人又は団体をいう。 

（14）公募要項 

甲が本事業に関し公表した公募要項（公表後の修正を含む。）をいう。 

（15）公募要項等 

甲が本事業に関し公表した公募要項及び別紙（公表後の修正を含む。）、公募要項等に関する

質問回答書をいう。 

（16）公募要項等に関する質問回答書 

公募要項に関して提出された質問に対し、甲が公表した回答をいう。 

（17）事業計画書等 

乙が、公募要項等及び提案書に基づき、管理・運営業務及び収益事業を一体的に実施するた

めに作成し、甲の承諾を得た事業計画書及び収支計画書（その後の変更を含む。）をいう。 

（18）修繕 

建築物・備品の経年劣化した部分を、既存のものと概ね同じ位置において、概ね同じ形状、

寸法の材料を用いて原状回復を図ることをいう。 

（19）代表企業 

応募者 [   ]の代表企業である【代表企業名】をいう。 

（20）提案書類 

公募要項等に基づき乙が提出した提案書及びこれに関する説明資料並びに甲が承諾した変更

内容をいう。 

（21）不可抗力 

本協定の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、通常の注意をもってして

も回避することができない事象のうち、甲及び乙のいずれの責めにも帰することができないも

のをいう。なお、法令の制定又は改廃その他これに類する事由（以下「法令変更」という。）は

不可抗力に含まれない。 

次に掲げる事象は、不可抗力に該当するものとする。 

ア 暴風、豪雨、豪雪、台風、地震、津波その他の自然災害 

イ 洪水、高潮、地滑り、落盤その他の地盤災害 

ウ 暴動、騒擾、テロ行為又は戦争行為その他これらに類する事象 

 

（法令等の遵守） 

第３条 甲及び乙は、本協定に基づく義務の履行に当たっては、本協定の各規定、公募要項及び乙

の提案書類並びに日本国の法令（条例を含む。）を遵守し、善良な管理者の注意をもって信義に従

い誠実にこれを遂行しなければならない。 

 

（書類の適用関係） 

第４条 本協定、個別契約、公募要項、公募要項等に関する質問回答書、要求水準書及び乙の提案

書類の内容に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定、個別契約、公募要項、要求水準書、公募要

項等に関する質問回答書、乙の提案書類の順に優先して適用するものとする。ただし、乙の提案

書類の内容が、公募要項、要求水準書又は公募要項等に関する質問回答書に定める内容又は水準

を上回る場合には、その限りにおいて乙の提案書類を優先して適用する。 

２ 前項に定める各書類の内容について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、これを定めるもの

とする。 
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（事業日程） ※事業日程は、事業者提案に基づき整備スケジュールを踏まえ調整 

第５条 本事業は、乙の提案書類の内容を踏まえ、甲乙協議の上定める整備スケジュールに基づき、

次に掲げる日程を目安として実施するものとする。 

（１）基本協定の締結 令和８年８月１日 

（２）設計協議及び各種手続 令和８年８月１日から９月 30 日まで 

（３）改修工事及び開業準備の着手 令和８年 10月１日から 12月 11 日まで 

（４）本施設の供用開始（管理・運営業務及び収益事業の開始） 令和８年 12月 23 日 

（５）管理・運営業務、収益事業の終了 令和 13 年３月末日 

※同日までに、原状回復を完了し、保証金の精算は原状回復の完了確認後速やかに行うもの

とする。 

２ 前項に定める日程は、関係機関との協議、設計内容の確定その他やむを得ない事由により変更

することがある。この場合においては、甲乙協議の上、これを変更するものとする。 

 

（事業期間） 

第６条 本事業に係る事業期間は、本協定の締結日から、管理・運営期間及び収益事業期間が満了

する令和 13 年 3 月末日又は本協定の解除若しくは解約の日のいずれか早い日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、前項に定める日までに、本事業に係る業務に関する原状回復

その他必要な措置を完了しなければならない。 

３ 本事業に関する債権債務の精算は、事業期間終了後、合理的な期間内に行うものとする。 

 

（事業内容及び手続等） 

第７条 乙は、本事業として、次に掲げる内容を実施するものとする。 

（１）整備業務 

（２）管理・運営業務 

（３）収益事業 

２ 乙は、本事業の実施に当たり、本協定、公募要項、要求水準書及び乙の提案書類に基づき、甲

及び関係機関との協議を経て、その内容を確定し、これを履行するものとする。 

３ 乙は、前項の業務のうち、管理・運営業務及び収益事業については、これらを一体的に実施す

ることにより、本施設の魅力向上及び持続的な運営を図るものとする。 

４ 乙は、前項の趣旨を踏まえ、事業コンセプト及び各業務の相乗効果を勘案した一体的な事業計

画及び収支計画を策定し、甲が指定する期日までに提出し、その承認を得なければならない。 

５ 乙は、整備業務の実施に当たり、設計図書その他甲が必要と認める書類を作成し、甲の承認を

得なければならない。 

 

（資金調達及び本事業の実施に関する費用） 

第８条 本事業の実施に関し乙が必要とする資金の調達は、乙の責任において行うものとする。 

２ 本事業の実施に関する費用の負担は、各業務の性質に応じ、各個別契約において定めるところ

による。 

３ 前項の規定にかかわらず、収益事業に関する費用は、乙の負担とする。 

４ 本事業の実施自体に起因して生じた近隣住民の反対運動、訴訟、要望、苦情等（以下「反対運

動等」という。）への対応に要する費用は甲の負担とし、乙の責めに帰すべき事由に基づく反対運

動等への対応に要する費用は乙の負担とする。 

 

（構成企業の業務） 

第９条 構成企業の事情に起因して本事業に関し債務不履行が生じた場合には、その原因及び結果

のいかんを問わず、当該債務不履行は乙の責めに帰すべき事由によるものとみなし、構成企業は
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連帯して甲に対して責任を負うものとする。 

２ 本事業において乙が実施する業務の分担は、次のとおりとする。 

※乙の実施体制を踏まえて修正 

（１）観光交流センター整備業務（設計及び施工を含む。）：【乙又は担当する構成企業名を記載】 

（２）観光交流センター等管理・運営業務：【乙又は担当する構成企業名を記載】 

（３）収益事業：【乙又は担当する構成企業名を記載】 

３ 乙は、前項に定める業務分担に基づき、本事業全体について責任を負うものとし、構成企業の

行為についても自らの行為として責任を負うものとする。 

 

（再委託） 

第 10 条 乙が実施する本業務に関し、乙は、個別契約又は本協定に定める場合を除き、第三者に当

該業務の全部又はその重要な一部を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ

当該第三者の名称及び業務内容を甲に書面により提出し、甲の承諾を得た場合は、この限りでな

い。 

２ 乙は、前項に基づき委託又は請負を行った場合において、当該受託者又は請負人がさらに第三

者に再委託し、又は請け負わせるときは、あらかじめ当該第三者の名称及び業務内容を甲に通知

し、その承諾を得なければならない。 

３ 前二項に基づく委託又は請負は、すべて乙の責任において行うものとし、受託者又は請負人の

責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。 

４ 前各項に基づく委託又は請負により本業務の適正な履行に支障が生じ、又は生じるおそれがあ

ると甲が認めた場合には、甲は乙に対し、当該受託者又は請負人の変更その他必要な措置を求め

ることができる。 

５ 乙は、受託者又は請負人を変更しようとするときは、第１項及び第２項の規定に従うものとす

る。 

 

（許認可、届出等） 

第 11 条 本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可及び届出（以下「許認可等」とい

う。）は、本協定又は各個別契約に別段の定めがある場合を除き、乙の責任及び費用負担において

取得、維持又は提出し、又は構成企業をして取得、維持若しくは提出させなければならない。た

だし、法令、本協定、各個別契約又はその他の合意により甲が取得、維持又は提出すべきものに

ついては、この限りでない。 

２ 乙は、前項の許認可等の取得、維持又は提出に際しては、甲に対し事前に説明を行うとともに、

当該取得等の後、速やかにその結果を報告し、又は構成企業をしてこれを行わせるものとする。 

３ 甲は、乙からの要請がある場合には、乙による許認可等の取得、維持又は提出に必要な資料の

提供その他必要な協力を行うものとする。 

４ 乙は、甲からの要請がある場合には、甲による許認可等の取得、維持又は提出に必要な資料の

提供その他必要な協力を行い、又は構成企業をしてこれを行わせるものとする。 

５ 乙が取得、維持又は提出すべき許認可等の遅延により甲に増加費用又は損害が生じた場合には、

乙はこれを負担する。ただし、当該遅延が法令の変更又は不可抗力による場合には、それぞれ本

協定の関係条項の定めに従うものとし、また、甲の責めに帰すべき事由による場合には、甲が当

該増加費用又は損害を負担する。 

 

（事業計画等の策定及び変更） 

第 12 条 乙は、本事業の実施に当たり、管理・運営業務及び収益事業を一体的に実施すること

により、本施設の魅力向上及び持続的な運営を図るものとし、事業コンセプト及び各業務の相

乗効果を踏まえた事業計画書及び収支計画書（以下「事業計画等」という。）を策定し、甲が
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指定する期日までに提出し、その承認を得なければならない。 

２ 乙は、前項の承認を得た事業計画等に基づき、自らの責任により本事業を履行し、又は構成

企業をして履行させるものとする。 

３ 乙は、あらかじめ甲と協議の上、事前の承認を得た場合に限り、事業計画等の内容を変更す

ることができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、事業計画等に公募要項、要求水準書又は乙の提案書類の内容を満

たしていない部分（以下「未充足部分」という。）が存在することが判明した場合、乙は、当

該要件を満たすために必要な措置を講じるとともに、甲の承認を得て、速やかに事業計画等を

修正しなければならない。なお、本協定の締結又は前項の承認は、未充足部分の不存在を確認

したものとみなすものではない。 

５ 乙は、前二項に基づき事業計画等を変更又は修正したときは、速やかに当該変更後の事業計

画等を甲に提出しなければならない。 

 

第２章 観光交流センター整備業務 

 

（観光交流センター整備業務） 

第 13 条 乙は、本事業の一環として観光交流センター整備業務を実施するものとし、その詳細は、

甲乙間で別途締結する設計・施工一括契約に定めるところによる。 

２ 乙は、前項の整備業務について、設計・施工一括契約に基づき適切に設計及び施工を行い、こ

れを完了の上、甲に引き渡すものとする。 

３ 乙は、整備業務の実施に当たり、必要な調査、設計及び施工を自らの責任において実施し、又

は構成企業をして実施させるものとする。 

４ 乙の提案に基づき追加的に実施する整備については、乙の責任及び費用負担において実施する

ものとする。 

 

第３章 観光交流センター等管理・運営業務 

 

（観光交流センター等管理・運営業務） 

第 14 条 乙は、本事業の一環として管理・運営業務を実施するものとし、その詳細は、甲乙間で別

途締結する管理・運営業務委託契約に定めるところによる。 

２ 乙は、前項の管理・運営業務について、管理・運営業務委託契約に基づき適切に実施し、又は

構成企業をして実施させるものとする。 

 

（施設の修繕等） 

第 15 条 本施設の修繕、更新又は模様替えは、甲の責任及び費用負担において実施するものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により修繕等が必要となった場合は、乙が

その責任及び費用負担においてこれを行うものとする。 

３ 乙は、自らの提案に基づき、本施設の機能向上その他の目的で修繕、更新又は模様替えを行う

場合は、自己の責任及び費用負担においてこれを行うものとし、事前に甲の承認を得なければな

らない。 

４ 乙は、前各項に基づく修繕等の実施に当たり、本施設の運営に重大な影響を及ぼすおそれがあ

る場合は、あらかじめ甲と協議し、その指示に従うものとする。 
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第４章 収益事業 

 

（収益事業の実施） 

第 16 条 乙は、本施設において、公募要項等及び提案書類に基づき、収益事業を実施することがで

きる。 

２ 収益事業は、乙の責任及び費用負担において実施するものとし、甲は、当該事業に係る費用を

負担せず、またその損失を補填しないものとする。 

３ 乙は、収益事業の実施に当たり、あらかじめ甲の承認を得た事業計画及び収支計画に基づき実

施しなければならない。 

４ 乙は、収益事業の実施に当たり、本施設の全部又は一部を使用する場合には、法令及び甲の定

めに従い、必要な使用許可の取得又は契約の締結その他必要な手続を行うものとする。 

５ 乙は、収益事業の実施により第三者に損害を与えた場合又は紛争が生じた場合は、自己の責任

及び費用負担においてこれを処理解決するものとし、甲に損害を与えたときはこれを賠償しなけ

ればならない。 

 

（収益事業に係る施設の使用） 

第 17 条 乙は、収益事業の実施に当たり、本施設の全部又は一部を使用する場合には、甲との間

で建物等賃貸借契約を締結し、当該契約に基づき使用するものとする。 

２ 乙は、前項の建物等賃貸借契約に定める条件に従い、本施設を適切に使用しなければならない。 

 

（収益事業に係る設置工事） 

第 18 条 乙は、収益事業の実施に当たり、本施設において設置工事を行う場合には、自らの責任

及び費用負担においてこれを実施し、又は構成企業をして実施させるものとする。 

２ 乙は、前項の設置工事の実施に当たり、本施設の構造又は管理・運営に影響を及ぼすおそれが

ある場合には、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 

 

（収益事業における行為の制限） 

第 19 条 乙は、収益事業の実施に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例、同運営規則、その他規則及び関係法令を遵守

すること。 

（２）本事業の目的に照らして適切な内容であること。 

（３）政治的又は宗教的な活動を主たる目的としないこと。 

（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業に該当しないこと。 

（５）青少年に有害な影響を与えるおそれのある内容でないこと。 

（６）周辺環境に著しい悪影響を及ぼさないこと。 

（７）安全対策が適切に講じられていること。 

（８）暴力団等の関与がないこと。 

２ 甲は、前項各号に適合しないと認める場合には、乙に対し、収益事業の内容の変更又は中止を

求めることができる。 

 

（当初計画の収益を大きく上回った場合の取扱い） 

第 20 条 乙は、当初の収支計画の収益を大きく上回った場合は、当該収益をもとに本事業のサービ

ス向上に資する取組を積極的に行うこととする。具体的な取組条件及び取組内容については、甲乙

協議の上、決定するものとする。 
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第５章 乙の責務と行為の制限等 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第 21 条 乙は、甲の書面による事前の承諾がある場合を除き、本協定及び本事業に関連して甲との

間で締結する契約に基づく権利義務又は契約上の地位を、第三者に譲渡し、又は担保に供しては

ならない。 

２ 乙は、本施設の全部又は一部を第三者に占有させ、又は使用させてはならない。ただし、収益

事業の実施に必要な範囲で、甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

 

（事業の報告及びモニタリング） 

第 22 条 乙は、管理・運営業務及び収益事業の実施状況について、甲に対し、定期的に報告を行わ

なければならない。 

２ 乙は、前項の報告として、次の各号に掲げる書類を甲に提出するものとする。 

（１）年度報告書（各年度終了後 60 日以内）※管理・運営業務、収益事業（事業収支含む） 

（２）月次報告書（月終了後 10 日以内）※管理・運営業務（利用実績・取組等） 

（３）その他甲が必要と認める書類 

３ 甲は、必要と認める場合には、本事業の実施状況について乙に説明又は資料の提出を求めるこ

とができる。 

４ 甲は、前各項に基づく報告又は確認の結果、本事業が適切に実施されていないと認める場合に

は、乙に対し、必要な改善措置を講じるよう指示することができる。 

５ 乙は、前項の指示を受けた場合には、これに従わなければならない。 

６ 甲乙にて、年度報告書をもとに協議し、乙の利益が過分であると確認された場合は、乙は太宰

府観光に資する事業を実施することとする。 

 

第６章 事業実施にあたっての負担区分等 

 

（リスク分担） 

第 23 条 事業期間中の甲及び乙のリスクの分担は、本協定に別途定めるほか、別紙１のリスク分担

表のとおりとする。なお、本協定のその他の規定及び別紙１のリスク分担表に定めるもの以外の

リスクの分担に係る事項については甲及び乙の協議により決定する。 

 

（保険） 

第24条 乙は、本事業の実施に当たり、自己の責任及び費用負担において、本事業の遂行に必要か

つ適切な内容の保険に加入し、又は構成企業をして加入させるものとする。なお、当該保険は、

別紙2で定める保険内容と同程度以上のものとする。 

２ 乙は、甲から求めがあった場合には、前項の保険の加入状況を証する書類を提出しなければな

らない。 

 

（損害賠償） 

第 25 条 甲が第 29 条第 1 項により本協定を解除した場合その他乙の責めに帰すべき事由により甲

に損害が生じたときは、乙は当該損害を賠償しなければならない。 

２ 甲は、公募要項等又は要求水準書における指示又は条件に関する重大な誤記又は変更により乙

に生じた損害又は費用を負担する。 

３ 乙は、本業務の実施が公募要項等、提案書類又は要求水準書に適合していない場合には、自己

の責任と費用により必要な是正措置を講じなければならない。 
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４ 前項の場合において、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じたときは、乙は当該損害

を賠償しなければならない。 

 

（第三者に与えた損害） 

第 26 条 乙は、本業務の実施に伴い、第三者との間に紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合

には、自己の責任及び費用負担においてこれを解決し、又は当該損害を賠償しなければならない。 

 

第７章 事業内容の変更、中止等 

 

（本事業の内容変更、一時中止等） 

第 27 条 社会情勢、経済情勢その他の事由により、本事業の実施内容を変更し、又は一時中止する

必要が合理的に認められる場合、乙は、あらかじめ甲と協議を行い、甲の承諾を得た上で、本事

業の内容を変更し、又は一時中止することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、本事業の内容又は日程を変更し、又は一時中止する必要が合

理的に認められる場合、乙と協議の上、当該変更又は一時中止を求めることができる。 

３ 前二項に基づく変更又は一時中止に伴い費用の増減又は損害が生じた場合の負担については、

当該事由の帰責に応じて、甲乙協議の上定めるものとする。 

４ 甲は、乙が本協定、許認可等の条件又は関係法令等に違反した場合その他本事業の適正な実施

に支障があると合理的に認められる場合には、本事業の内容の変更又は一時中止を指示すること

ができる。 

５ 乙は、前項の指示を受けた場合には、これに従わなければならず、構成企業をしてこれに従わ

せなければならない。 

 

（暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等） 

第 28 条 乙は、本事業の実施にあたり、暴力団又は暴力団員から妨害又は不当要求を受けた場合に

は、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。 

２ 乙は、構成企業等が暴力団又は暴力団員から本業務の妨害又は不当要求を受けた場合には、速

やかに甲に報告するとともに、当該構成企業等に対し警察への届出を行うよう指導しなければな

らない。 

３ 乙は、前二項の規定により報告を受けた甲の調査及び警察の捜査に協力しなければならない。 

４ 前各項に定める対応により乙に費用の増加又は損害が生じた場合には、その負担については甲

乙協議の上定めるものとする。 

 

第８章 本協定の解除等 

 

（甲による本協定の解除等） 

第 29 条 甲は、第 6条の事業期間にかかわらず、個別契約について、当該契約の規定に基づき解除

若しくは取消し、又は次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、催告を要せず直ちに

本協定を解除することができる。 

（１）乙が、本協定又は個別契約等の規定に違反し、相当の期間を定めて是正を求めたにもかか

わらず、当該期間内に是正されない場合 

（２）乙による本事業の実施が著しく遅延し、又はそのおそれがあり、本事業の円滑な実施が困

難と認められる場合 

（３）乙が、本事業の目的に著しく反する行為を行い、甲からの是正指示に従わない場合 

（４）乙が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立
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てを受け、又はこれらの申立てをした場合 

（５）乙が、支払停止若しくは支払不能となった場合又は仮差押え、強制執行若しくは競売の申

立てを受けた場合 

（６）乙が、事業の実施に必要な許認可等を失い、又はその効力が停止された場合 

（７）乙（役員又は従業員を含む。）が、暴力団員に該当する場合 

（８）個別契約等の全部又は一部が、乙の責めに帰すべき事由により解除され、又は締結に至ら

なかった場合 

（９）前各号に定めるもののほか、本事業の継続が著しく困難であると合理的に認められる重大

な事由が生じた場合 

２ 前項の規定により本協定が解除された場合における費用負担及び損害賠償の取扱いについては、

本協定及び個別契約等の定めるところによる 

 

（違約金） 

第 30 条 乙が本協定に違反し、前条に基づき本協定が解除された場合において、当該違反が乙の責

めに帰すべき事由によるときは、乙は甲に対し、違約金として個別契約金額の１００分の１０に

相当する額を支払うものとする。ただし、建物等賃貸借契約については、乙が納付した契約保証

金の額とする。 

２ 前項の違約金は違約罰とし、甲が乙に対して別途損害賠償を請求することを妨げるものではな

い。 

 

（合意による本協定の解除又は解約） 

第 31 条 乙は、経営状況の悪化その他の事由により本業務の継続が困難となった場合には、本協定

を解除しようとする日の６か月前までに、甲に対して書面により通知し、甲乙協議の上、甲が同

意した場合に限り、本協定を解除することができる。 

２ 前項の規定により本協定を解除した場合においては、既に納付された本事業に係る貸付料等は

返還しないものとする。 

３ 本協定締結後、天災地変その他の不可抗力により本協定の履行が不可能となった場合には、甲

乙協議の上、合意により本協定を解約することができる。 

 

（本協定の解除等の公表） 

第 32 条 甲は、第 27 条第 1 項に基づき本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又は第

29 条第 1項に基づき本協定を解除した場合には、乙の商号又は名称その他本事業に係る必要な事

項について、公表することができる。 

２ 前項の公表に当たっては、個人情報及び営業上の秘密に配慮しなければならない。 

 

第９章 原状回復の義務 

 

（原状回復の義務） 

第 33 条 乙は、本事業に係る事業期間の満了日までに、収益事業の実施のために使用した施設又は

当該部分について、自己の責任と費用により原状に回復し、甲の立会いのもとで甲に返還しなけ

ればならない。 

２ 前項の原状回復について、市が承認したものについては、市の判断により残置又は無償譲渡と

する場合がある。 

３ 乙が第１項の規定による原状回復を行わない場合、甲が乙に代わりこれを行い、乙に当該原状

回復に係る費用を請求することができる。 
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第 10 章 表明保証 

 

（乙による表明保証） 

第 34 条 乙は、甲に対し、本協定の締結及び履行に関し、次の事項が真実であることを表明し保

証する。 

（１）乙は、本協定を締結し、これを履行するために必要な権限及び能力を有していること。 

（２）本協定の締結及び履行が、法令又は乙に適用される契約等に違反しないこと。 

 

第 11 章 法令変更 

 

（法令変更の通知） 

第 35 条 乙は、本協定締結日後の法令変更により、本協定、公募要項又は提案書類に従って本業務

を行うことができないと合理的に認められる場合、又は本協定の履行に著しい影響を及ぼすと認

められる場合には、その理由の詳細を書面により速やかに甲に通知しなければならない。乙が当

該通知を怠った場合において、これにより甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するも

のとする。 

２ 甲及び乙は、本協定に基づく義務の履行が適用法令に違反することとなった場合には、当該義

務の履行が当該法令に違反する限度において、その履行義務を免れるものとする。この場合にお

いて、甲及び乙は、相手方に生じる損害を最小限とするよう努めなければならない。 

 

（協議及び追加費用の負担） 

第 36 条 甲が前条第１項の通知を受けた場合、甲及び乙は、当該法令変更への対応について、速や

かに本協定の変更の要否及び追加費用の負担について協議するものとする。 

２ 前項の協議の結果、本協定の変更が必要と認められる場合には、甲乙協議の上、本協定を変更

することができる。 

３ 法令変更により本業務の履行に合理的な増加費用が生じた場合には、当該費用の負担について

は、当該法令変更の内容及び本事業への影響の程度を踏まえ、甲乙協議の上定めるものとする。 

 

（法令変更による契約の終了） 

第 37 条 本協定の締結後における法令変更により、甲が本事業の継続が困難であると合理的に認

められる場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると合理的に認められる場合には、甲

は、乙と協議の上、本協定の全部又は一部を解除することができる。 

２ 本協定の締結後における法令変更により、乙が本事業のうち収益事業の継続が困難であると合

理的に認められる場合又は当該個別事業の履行のために過大な費用を要すると合理的に認められ

る場合には、乙は、甲と協議の上、本協定のうち当該個別事業に係る部分を解除することができ

る。 

 

第 12 章 不可抗力 

 

（不可抗力の通知） 

第 38 条 乙は、本協定締結日後に不可抗力により、本協定、公募要項又は提案書類に従って本業務

を行うことができなくなった場合、又は本協定の履行に著しい影響を及ぼすと認められる場合に

は、その理由の詳細を書面により速やかに甲に通知しなければならない。乙が当該通知を怠った

場合において、これにより甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。 
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２ 甲及び乙は、本協定に基づく義務の履行が不可抗力により履行不能となった場合には、当該義

務の履行が不能となった限度において、その履行義務を免れるものとする。この場合において、

甲及び乙は、相手方に生じる損害を最小限とするよう努めなければならない。 

 

（協議及び追加費用の負担） 

第 39 条 甲が乙から前条第１項の通知を受けた場合、甲及び乙は、当該不可抗力への対応につい

て、速やかに本協定の変更の要否及び追加費用の負担について協議するものとする。 

２ 前項の協議の結果、本協定の変更が必要と認められる場合には、甲乙協議の上、本協定を変更

することができる。 

３ 不可抗力により本業務の履行に合理的な増加費用が生じた場合には、当該費用の負担について

は、当該不可抗力の内容及び本事業への影響の程度を踏まえ、甲乙協議の上定めるものとする。 

 

（不可抗力への対応） 

第 40 条 不可抗力により本協定の全部又は一部が履行不能となった場合又は不可抗力により本事

業に係る施設に重大な損害が発生した場合、乙は、当該不可抗力の影響を最小限にとどめるよう、

必要かつ適切な措置を講じるものとする。 

 

（不可抗力による契約の終了） 

第 41 条 不可抗力により、甲が本事業の継続が困難であると合理的に認められる場合又は本協定

の履行のために過大な費用を要すると合理的に認められる場合には、甲は、乙と協議の上、本協

定の全部又は一部を解除することができる。 

 

第 13 章 補則 

 

（公租公課） 

第 42 条 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。 

 

（通知義務） 

第 43 条 乙は、次の各号の一に掲げる事由が生じた場合には、速やかに書面により甲に通知しなけ

ればならない。 

（１）乙が、本事業の実施に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合 

（２）乙が、本事業の実施に関し、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被

った場合 

（３）乙が、本施設の全部又は一部を滅失又は毀損した場合 

（４）本施設の全部又は一部を第三者が占有した場合 

 

（秘密保持） 

第 44 条 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して知り得た一切の情報（以下｢秘密情報｣という。）

を秘密として保持して責任を持って管理し、本協定に係る義務の履行又は本業務の遂行以外の目

的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる情報は、秘密情報に含まれないものとする。 

（１）開示の時に公知である情報 

（２）開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 

（３）開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 

（４）甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報 
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（５）開示の後に正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得し

た情報 

３ 第１項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事

前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の

通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、事前の通知を

行うことを要さない。 

（１）弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場

合 

（２）法令等に従い開示が要求される場合 

（３）権限ある官公署の命令に従う場合 

（４）甲と本事業につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合 

４ 甲は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべ

き情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措

置を講じることができる。 

 

（著作権の帰属） 

第 45 条 甲が、本事業の募集手続において及び本協定に基づき、乙に対して提供した情報、書類、

図面等（甲が著作権を有しないものを除く。）の著作権は、甲に帰属する。 

 

（成果物の利用等） 

第 46 条 甲は、乙が本協定に基づき作成し、又は提出した資料、報告書その他の成果物について、

本事業の目的の範囲内において、無償で利用することができるものとする。 

２ 甲は、前項の目的の範囲内において、必要に応じて当該成果物を複製し、又は第三者に提供す

ることができる。 

３ 乙は、前二項の利用について、著作者人格権を行使しないものとする。 

 

（著作権の譲渡禁止） 

第 47 条 乙は、自ら又は構成企業若しくは著作者をして、成果物及び本施設にかかる著作権者の権

利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならないものとす

る。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（著作権の侵害防止） 

第 48 条 乙は、本事業の実施にあたり、第三者の著作権その他の権利を侵害しないよう必要な措置

を講じなければならない。 

２ 乙の行為により第三者の権利を侵害した場合において、当該第三者との間で紛争が生じ、又は

損害が発生したときは、乙の責任と費用においてこれを解決しなければならない。 

 

（遅延利息） 

第 49 条 甲又は乙が本協定に基づく金銭の支払を遅延した場合には、当該遅延金額について、関係

法令、条例又は甲の定める規定に基づき算定した遅延利息を支払うものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第 50 条 本協定に関する紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（協議） 

第 51 条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して

疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。 
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（その他） 

第 52 条 本協定に定める請求、通知、報告、申出、承諾、指導、催告及び契約終了告知ないし解約

は、相手方に対する書面をもって行わなければならない。なお、甲及び乙は、かかる請求等の宛

先を各々相手方に対して別途通知するものとする。 

２ 本協定上の義務の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 本協定に定める金額の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

４ 本協定上の義務の履行に関して甲と乙の間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある

場合を除き、計量法（平成４年法律第 51 号。その後の改正を含む。）に定めるものとする。 

５ 本協定上の期間の定めは、民法（明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。）及び会社法が

規定するところによるものとする。 

６ 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。 

 

以上を証するため、本協定書【●】通を作成し、各当事者はそれぞれ記名押印の上、各１通を保

有する。 

 
令和 年 月 日 
 

（甲）   太宰府市●● 
太宰府市 
太宰府市長  ●● ●● 印 

 
（乙）   住所 

▲▲ ▲▲ 印 
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別紙１ リスク分担表 

 

１．共通 

リスクの内容 
負担者 

甲 乙 

(１)公募書類リスク 
公募要項等又は要求水準書の誤記、提示漏れにより、甲

の要望事項が達成されない等の事象への対応 
○ － 

(２)協定等（基本協定、

設計・施工一括契

約、管理・運営業務

委託契約、建物賃

貸借契約をいう。

本別紙において以

下同じ。）締結リス

ク 

甲の責めによる協定等締結の遅延・中止 ○ － 

乙の責めによる協定等締結の遅延・中止 － ○ 

(３)政策変更リスク 
政策変更による事業への影響（甲の指示による事業の取

りやめ、事業範囲の縮小、変更、拡大等)に関するもの 
○ － 

(４)住民対応リスク 

本事業の実施自体に対する住民反対運動、訴訟、要望、苦

情などへの対応に関するもの 
○ － 

施設の管理・運営又は収益事業の実施に起因する住民か

らの苦情、要望等への対応 
－ ○ 

(５)法令変更リスク 

本事業に直接関係する法制度等の変更、新たな規制立法

の成立に関するもの 
○ － 

上記以外の法令の変更、新たな規制立法の成立に関する

もの 
－ ○ 

(６)税制度変更リスク 

消費税及び地方消費税の範囲、税率の変更に関するもの 

（委託、請負契約等） 
○ － 

消費税及び地方消費税の範囲、税率の変更に関するもの 

（建物等賃貸借契約等） 
－ 〇 

本事業に直接的影響を及ぼす税制の新設及び変更に関す

るもの 
○ － 

上記以外の税制度の変更等（例：法人税率の変更） － ○ 

(７)許認可取得リスク 

本業務の実施に関して甲が取得するべき許認可等の取得

が遅延又は取得できなかった場合 
○ － 

本業務の実施に関して乙が取得するべき許認可等の取得

が遅延又は取得できなかった場合 
－ ○ 

(８)債務不履行リスク 

甲の責めに帰すべき事由による債務不履行に関するもの ○ － 

乙の本事業の放棄、破綻に関するもの － ○ 

乙の提供するサービスの品質が要求水準書の示す一定の

水準を満たしていないことその他乙の責めに帰すべき事

由による債務不履行に関するもの 

－ ○ 

(９)物価変動リスク 

物価変動によるコスト（整備業務の整備費）の変動 － ○ 

物価変動によるコスト（管理・運営業務の業務委託料等）

の変動 
△※１ ○※１ 

(10)第三者賠償リスク 

甲の責めに帰すべき事由により第三者に与えた損害の賠

償 
○ － 

乙の遂行する業務により第三者に与えた損害の賠償 － ○ 

(11)不可抗力リスク 
不可抗力による管理・運営業務の追加費用 △※２ － 

不可抗力による収益事業の追加費用 － ○ 

(12)資金調達リスク 
甲が調達する必要な資金の確保に関するもの ○ － 

乙が調達する必要な資金の確保に関するもの － ○ 
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※１：物価変動等に一定程度を超える下降又は上昇が生じた場合、調整する。詳細な調整方法は、個

別契約によるものとする。 

※２：不可抗力等の内容により甲乙の協議を可能とする。 

 

２．整備段階 

リスクの内容 
負担者 

甲 乙 

(１)着工遅延リスク 

甲の指示又は条件から合理的に予見できない事由により

生じた着工の遅延によるもの 
○ － 

上記以外の原因による着工の遅延 － ○ 

(２)工事費増大リスク 

甲の指示又は条件から合理的に予見できない事由により

生じた工事費の増大 
△※３ － 

上記以外の原因による工事費の増大 － ○ 

(３)工事・供用開始遅

延リスク 

甲の指示又は条件から合理的に予見できない事由により

生じた工事の遅延、未完工による施設の供用開始の遅延 
○ － 

上記以外の原因による工事の遅延、未完工による施設の

供用開始の遅延 
－ ○ 

(４)性能リスク 整備業務の要求水準の不適合に関するもの － ○ 

※３：不可抗力等の内容により甲乙の協議を可能とする。 

 

３．管理・運営段階 

リスクの内容 
負担者 

甲 乙 

(１)施設・設備劣化リ

スク 

本事業に係る施設及び設備の劣化に関するもの ○ － 

乙の不適切な使用その他の責めに帰すべき事由により施

設及び設備の損傷が生じた場合 
－ ○ 

(２)施設・設備契約不

適合リスク 

前項にかかわらず、通常の使用に伴う経年劣化に関する

もの 
○※４ － 

(３)施設利用者数変動

リスク 

施設利用者数の変動による収入・支出の増減に関するリ

スク 
－ ○ 

(４)利用者対応リスク 
管理・運営段階における利用者からの苦情、利用者間の

トラブル等、利用者対応に関するもの 
－ ○ 

(５)情報流出リスク 
乙の責めに帰すべき事由による個人情報の流出 － ○ 

甲の責めに帰すべき事由による個人情報の流出 ○ － 

(６)管理・運営コスト

増大リスク 

甲の責めに帰すべき事由による事業内容・用途の変更等

に起因する管理・運営費の増大リスク 
○ － 

乙の責めに帰すべき事由による事業内容・用途の変更等

に起因する管理・運営費の増大リスク 
－ ○ 

(７)性能リスク 管理・運営業務の要求水準の不適合に関するもの － ○ 

(８)施設退去・移管手

続に係るリスク 

本協定又は各契約の終了にあたり施設から退去により発

生する費用に関するもの及び本事業終了後に乙から甲又

は新たな事業者へ運営を移管するための費用に関するも

の 

－ ○ 

(９)施設の性能確保リ

スク 
本事業終了時における施設の性能確保に関するもの － ○ 

※４：当該契約不適合について乙に帰責性がある場合には乙のリスク負担とする。 
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別紙２ 保険 

 

本事業を実施する上で加入する保険については、以下に定める内容と同程度以上とする。 

 

（１）施設賠償責任保険 

  ① 保険契約者   乙 

  ② 保険期間    指定管理期間（毎年度更新も可） 

  ③ てん補限度額 

    ・身体賠償   １名につき     １億円以上 

    ・１事故につき           10 億円以上 

    ・財物賠償   １事故につき  2,000 万円以上 

  ④ 補償する損害  本事業の全ての対象施設の所有、使用若しくは管理及び対象施設内での

業務遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 

  ⑤ その他     甲を追加被保険者とすること 

 

（２）本事業の管理・運営に係る業務を対象にした第三者賠償責任保険 

  ① 保険契約者   乙 

  ② 保険期間    指定管理期間（毎年度更新も可） 

  ③ てん補限度額 

    ・身体賠償   １名につき     １億円以上 

    ・１事故につき           10 億円以上 

    ・財物賠償   １事故につき  2,000 万円以上 

  ④ 補償する損害  本事業の管理・運営、収益事業に係る業務に起因して第三者の身体障が

い及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担する

ことによって被る被害 

 

 

 

 


